
女性の活躍に関する情報の公表

①女性労働者に対する職業生活に関する機会の提供に関する項目

（１）常勤職員および本部専任教員 52.94%

（２）期間業務職員 70.45%

（３）時間雇用職員（パートタイム） 60.00%

全ての労働者 67.6%

うち正規雇用労働者 87.3%

うちパート・有期労働者 64.0%

(注釈・説明)

※ 対象期間：令和7事業年度（令和7年4月から令和8年3月まで）

※ 賃金：基本給、時間外勤務手当、賞与等を含み、退職手当、通勤手当を除く

※

※

※

※

※

②職業生活と家庭生活との両立に資する雇用環境の整備に関する項目

0.5時間

(注釈・説明)

※ 対象：管理職を除く常勤事務職員及び期間業務職員

※ ［対象労働者の総労働時間の合計(年)－法定労働時間の合計］÷12か月÷対象労働者数により計算

採用した労働者に占める女性労働者の割合（令和7年度実績）

正規雇用労働者：無期契約を締結する教職員のうち、時間雇用職員を除く。
パート・有期労働者：任期制教員、特定有期雇用職員、期間業務職員、時間雇用職員を含む。

労働者の一月当たりの平均残業時間（令和7年度実績）

男女の賃金の差異（男性の賃金に対する女性の賃金の割合、令和7年度実績）

パート・有期労働者のうち時間雇用職員については、正規雇用労働者の所定労働時間　（1日7時
間45分）で換算した人員数をもとに平均年間給与額を算出している。

正規雇用労働者における男女間の賃金格差が生じている主な要因は、本学園での直接採用の事務
職員については、女性比率が53.5％と半数を超えている一方で、直接採用を開始して約17年であ
り、管理職層については人事交流者が主であることから、男性比率が80.8％となっていることに
よるものである。

現在の取組として、令和12年度までに本部事務職員のうち課長補佐級以上の女性比率を30％以上
とすること及び教育職員のうち副学長、附属図書館長、次世代教育研究開発センター長並びに学
習センター所長の職位にある者の女性比率を15％以上とすることを目標としている。あわせて、
職員のキャリア形成支援や仕事と家庭の両立支援等を通じて、女性が活躍しやすい職場環境の整
備を推進している。

全労働者における男女の賃金の差異は、パート・有期労働者における女性の短時間労働者の割合
が多いことが影響している。


